
衆

議

院

比

例

代

表

選

出

議

員

選

挙

選

挙

公

報

関

係

法

令

等

抜

す

い



公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）（
抄
）

（
掲
載
文
の
申
請
）

第
百
六
十
八
条

（
略
）

２

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略

称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
掲
載
文
を
添
付
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
、
文

書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

前
三
項
の
掲
載
文
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
十
四
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
掲
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
の
記
載
）

第
百
四
十
四
条
の
四
の
二

（
略
）

２

公
職
の
候
補
者
は
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
、
第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
前
条
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
第
百
四
十
三

条
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
他
人
若
し
く
は
他
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
誉
を
傷
つ
け
若
し
く
は

善
良
な
風
俗
を
害
し
又
は
特
定
の
商
品
の
広
告
そ
の
他
営
業
に
関
す
る
宣
伝
を
す
る
等
い
や
し
く
も
当
該
掲
示
場
に

掲
示
さ
れ
る
当
該
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
の
品
位
を
損
な
う
内
容
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。



公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）（
抄
）

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
選
挙
公
報
）

第
二
十
一
条

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
に
係
る
法
第
百
六
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

一

一
人
か
ら
九
人
ま
で

一
ペ
ー
ジ
の
四
分
の
一

二

十
人
か
ら
十
八
人
ま
で

一
ペ
ー
ジ
の
二
分
の
一

三

十
九
人
か
ら
二
十
七
人
ま
で

一
ペ
ー
ジ
の
四
分
の
三

四

二
十
八
人

一
ペ
ー
ジ

２

（
略
）

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
執
行
規
程
（
平
成
六
年
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
七
号
）（
抄
）

第
六
章

選
挙
公
報
の
発
行

（
掲
載
の
申
請
）

第
六
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
郵

便
等
（
法
第
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
郵
便
等
」
を
い
う
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
な

く
、
別
記
第
四
号
様
式
の
申
請
書
に
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
五
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
中
央
選
挙

管
理
会
が
提
供
す
る
同
様
式
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も



の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
載
文
の
色
）

第
七
条

掲
載
文
は
、
無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
称
及
び
略
称
の
記
載
）

第
八
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
掲
載
文
に
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
を
記
載
し
、
又

は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
等
の
面
積
制
限
）

第
九
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
、
掲
載
文
に
図
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
を
記
載
し
、
又
は

記
録
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
係
る
面
積
の
合
計
面
積
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
が
原
稿
用
紙
に
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
面
積
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
合
計
面
積
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
指
定
す
る
一
個
の
党
章
又
は
一
個

の
シ
ン
ボ
ル
・
マ
ー
ク
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
写
真
に
係
る
面
積
は
、

当
該
合
計
面
積
に
算
入
し
な
い
。

（
写
真
の
掲
載
）

第
十
一
条

掲
載
文
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
を
代
表
す
る
者
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
（
衆
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）



に
限
り
、
そ
の
写
真
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
写
真
は
、
一
人
ご
と
の
無
帽
か
つ
正
面
向
き
の
白
黒
の
顔
写
真
で
、
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
八
・
八

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
横
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
寸
法
の
長
方
形
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
写
真
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
際
に
、
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
原
稿
用
紙
に
貼

り
付
け
、
又
は
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る

と
き
は
、
当
該
写
真
の
裏
面
及
び
当
該
原
稿
用
紙
上
の
写
真
を
貼
り
付
け
る
場
所
に
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
写
真
に

係
る
者
の
氏
名
及
び
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
載
文
の
訂
正
）

第
十
二
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
掲
載
文
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
又

は
次
条
の
規
定
に
よ
っ
て
印
刷
し
た
と
き
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
印
刷

が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
対

し
、
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
必
要
な
訂

正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
掲
載
の
申
請
の
撤
回
等
）

第
十
四
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
百
六
十
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
別
記
第
六
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
百
六
十
八
条
第
二



項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
郵
便
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
原
稿
用
紙
に
新
た
に
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し

た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
七
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
載
文
の
不
変
更
等
）

第
十
五
条

法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
後
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿

登
載
者
が
抹
消
さ
れ
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
補
充
の
届
出
が
な
さ
れ
若
し
く
は

当
該
届
出
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
申
請
に
係
る
掲
載
文
の
内
容
を

変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
掲
載
文
の
写
し
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
付
し
た
後
、
衆

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
衆
議
院
名
簿
を
取
り
下
げ
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
の
届
出
が
却

下
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
申
請
に
係
る
掲
載
文
の
掲
載
は
、
中
止
し
な
い

こ
と
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
掲
載
文
の
不
返
還
）

第
十
六
条

法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
掲
載
文
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
返
還
し

な
い
。

（
そ
の
他
の
事
項
）

第
十
七
条

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
し
て
は
、
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
公
報
の
発
行
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



選
挙

公
報

掲
載

申
請

書

何
年

何
月

何
日

執
行

の
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

選
挙

何
選

挙
区

に
お

い
て

、
公

職
選

挙
法

第
168

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
っ

て
選

挙
公

報
の

掲
載

を
受

け
た

い
の

で
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

何
年

何
月

何
日

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名

称

本
部

の
所

在
地

代
表

者
の

氏
名

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

記

１
掲

載
文

別
紙

の
と

お
り

１
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の

数
人

１
選

挙
公

報
の

掲
載

寸
法

１
ペ

ー
ジ

の
／

４

備
考

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
代

表
者

本
人

が
申

請
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

本
人

確
認

書
類

の
提

示
又

は
提

出
を

、

そ
の

代
理

人
が

申
請

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
委

任
状

の
提

示
又

は
提

出
及

び
当

該
代

理
人

の
本

人
確

認
書

類
の

提
示

又
は

提
出

を
行

う
こ

と
。

た
だ

し
、

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
代

表
者

本
人

の
署

名
そ

の
他

の
措

置
が

あ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。



　
そ

の
1
　

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
数

が
1
人

か
ら

9
人

ま
で

の
場

合

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
選

挙
　

　
　

　
選

挙
区

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
選

挙
公

報
掲

載
文

原
稿

用
紙

3
7
.
5
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

センチメートル

11.5
第
五
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
の
様
式
）
（
第
六
条
関
係
）



そ
の

2
　

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
数

が
1
0
人

か
ら

1
8
人

ま
で

の
場

合

～～
～～

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
選

挙
　

　
　

　
選

挙
区

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
選

挙
公

報
掲

載
文

原
稿

用
紙

3
7
.
5
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

センチメートル
23.0



そ
の

3
　

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
数

が
1
9
人

か
ら

2
7
人

ま
で

の
場

合

～～
～～

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
選

挙
　

　
　

　
選

挙
区

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
選

挙
公

報
掲

載
文

原
稿

用
紙

3
7
.
5
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

センチメートル
34.5



そ
の

4
　

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
数

が
2
8
人

以
上

の
場

合

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
選

挙
　

　
　

　
選

挙
区

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
選

挙
公

報
掲

載
文

原
稿

用
紙

～～
～～

備
考

１
 
掲
載
文
は
、
原
稿
用
紙
の
黒

枠
内

に
記

載
し

、
又

は
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
原

稿
用

紙
の

黒
枠

上
又

は
黒

枠
外

に
記

載
し

、
　
又
は

記
録
し
た
掲
載
文
は
、
掲

載
し

な
い

も
の

と
す

る
。

２
 
掲
載
文
に
記
載
し
、
又
は
記

録
す

る
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の

氏
名

は
、

当
該

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
戸

籍
簿

に
記

載
さ

れ
た

氏
名

　
（
そ

の
者
に
つ
い
て
当
該
選
挙

の
選

挙
長

の
認

定
し

た
通

称
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

通
称

）
に

よ
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３
 
掲
載
文
に
記
載
し
、
又
は
記

録
す

る
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の

年
齢

は
、

選
挙

期
日

現
在

の
満

年
齢

に
よ

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
 
掲
載
文
は
、
原
寸
大
で
印
刷

し
、

原
稿

用
紙

の
黒

枠
の

線
は

そ
の

ま
ま

掲
載

す
る

も
の

と
す

る
。

3
7
.
5
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

センチメートル
46.0



選
挙

公
報

掲
載

撤
回

申
請

書

何
年

何
月

何
日

提
出

し
た

何
年

何
月

何
日

執
行

の
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

選
挙

何
選

挙
区

に
お

け
る

選
挙

公
報

の
掲

載
の

申
請

を
撤

回
し

た
い

の

で
、

申
請

し
ま

す
。

何
年

何
月

何
日

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名

称

本
部

の
所

在
地

代
表

者
の

氏
名

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

備
考

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
代

表
者

本
人

が
申

請
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

本
人

確
認

書
類

の
提

示
又

は
提

出
を

、

そ
の

代
理

人
が

申
請

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
委

任
状

の
提

示
又

は
提

出
及

び
当

該
代

理
人

の
本

人
確

認
書

類
の

提
示

又
は

提
出

を
行

う
こ

と
。

た
だ

し
、

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
代

表
者

本
人

の
署

名
そ

の
他

の
措

置
が

あ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。



選
挙

公
報

掲
載

修
正

申
請

書

何
年

何
月

何
日

提
出

し
た

何
年

何
月

何
日

執
行

の
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

選
挙

何
選

挙
区

に
お

け
る

選
挙

公
報

の
掲

載
の

申
請

を
修

正
し

た
い

の

で
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

何
年

何
月

何
日

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名

称

本
部

の
所

在
地

代
表

者
の

氏
名

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

記

１
掲

載
文

別
紙

の
と

お
り

１
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の

数
人

１
選

挙
公

報
の

掲
載

寸
法

１
ペ

ー
ジ

の
／

４

備
考

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
代

表
者

本
人

が
申

請
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

本
人

確
認

書
類

の
提

示
又

は
提

出
を

、

そ
の

代
理

人
が

申
請

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
委

任
状

の
提

示
又

は
提

出
及

び
当

該
代

理
人

の
本

人
確

認
書

類
の

提
示

又
は

提
出

を
行

う
こ

と
。

た
だ

し
、

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
代

表
者

本
人

の
署

名
そ

の
他

の
措

置
が

あ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。


